
22012

中
央
税
務
会
計
事
務
所
ニ
ュ
ー
ス

③
・　
平
成
２３
年
中
に
給
与
を
２
か

一
に
対
す
る
扶
養
控
除
が
廃
止
さ
れ

賣

韓́得所善峰中しつを嘲呻一厖

條
「灘鵬警一同
寵

墾

冬

］̈
幸一一一［一幸一悧陶予

薪

の
税
金
を
確
定
し
て
、
源
泉
徴
収

一
得
」
の
１０
種
類
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

⑥
　
在
日
の
外
国
公
館
に
勤
務
す

一
▼
　

」ゝ
の
ほ
か
に
も
、
「住
宅
税

と
の
過
不
足
を
精
算
す
る
手
続
を

一
人
で
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な

課
税
さ
れ
る
所
得

の
種
類
は

一
イ
ン
ト
に
ふ
れ
て
み
ま
し
た
。

な

っ
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
一
り
ま
す
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
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事
◆

業 事

所葬
窄詳得

者
の の

課篭
税 申

生
ロ

64) に

し替
く て

◆

み

３
月
１５
日
は
平
成
２３
年
分
の
所
得

税
の
確
定
申
告
期
限
日
で
す
。

一
般
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

（給
与
所

得
者
）
な
ど
は
、
先
の
年
末
調
整
に

よ
り
所
得
税
の
精
算
を
終
え
て
い
る

た
め
、
平
成
２３
年
中
の
給
与
の
収
入

金
額
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人

な
ど
を
除

い
て
は
申
告
義
務
は
無

い

の
で
す
が
、　
一
般
の
事
業
所
得
者
は

一
部
の
人
を
除

い
て
ほ
と
ん
ど
の
人

が
申
告
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
事
業
所
得
の

金
額
を
計
算
す
る
上
で
の
主
な
注
意

点
に
つ
い
て
記
し
ま
し
た
。

事
業
所
得
と
は
、
農
業
、
漁
業
、
製
造

業
、
卸
売
業
、
小
売
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
そ

の
他
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
人
の
そ
の
事

業
か
ら
生
ず
る
所
得
を
い
い
ま
す
。

た
だ
し
、
不
動
産
の
貸
付
け
や
山
林
の

譲
渡
に
よ
る
所
得
は
事
業
所
得
で
は
な

く
、
原
則
と
し
て
不
動
産
所
得
や
山
林
所

得
に
な
り
ま
す
。

事
業
所
得
の
金
額
は
次
の
よ
う
に
計
算

し
ま
す
。

一
総
収
入
金
額
―
』
蒙
議
罐
得
の
金
額

一

圏
総
収
入
金
額

事
業
所
得
の
総
収
入
金
額
に
は
、
金
銭

に
よ
る
収
入
だ
け
で
な
く
物
又
は
権
利
等

を
取
得
す
る
時
に
お
け
る
価
額
や
経
済
的

利
益
を
享
受
す
る
時
に
お
け
る
価
額
も
含

ま
れ
ま
す
。

そ
の
年
に
お
い
て
収
入
す
べ
き
金
額

は
、
原
則
と
し
て
、
年
末
ま
で
に
現
実
に

金
銭
等
を
受
領
し
て
い
な
く
と
も

「収
入

す
べ
き
権
利
の
確
定
し
た
金
額
」
に
な
り

ま
す
。
し
た
が
つ
て
、
実
際
に
金
銭
等
を

受
領
し
た
か
否
か
、
ま
た
、
代
金
を
請
求

し
た
か
否
か
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
そ
の
年
の
１２
月
２０
日
に
商
品

を
売

っ
て
、
そ
の
代
金
は
年
を
越
し
て
翌

年
の
１
月
１０
日
に
受
け
取

っ
た
よ
う
な
場

合
に
は
、
商
品
を
売

っ
た
年
の
収
入
に
な

り
ま
す
。

ま
た
、商
品
を
自
家
用
に
消
費
し
た
場
合

や
贈
与
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
商
品
の
販
売

が
あ

っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
そ

の
商
品
価
額
が
収
入
金
額
と
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
商
品
に
つ
い
て
災
害
や
盗
難

な
ど
で
損
害
を
受
け
た
際
に
受
け
取
る
保

険
金
や
損
害
賠
償
金
、
公
共
事
業
な
ど
の

施
行
に
よ
る
体
業
な
ど
の
補
償
と
し
て
受

け
取
る
補
償
金
な
ど
も
収
入
金
額
に
含
ま

れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
、
空
箱
や
作
業
く
ず
な
ど

の
売
却
代
金
、
仕
入
割
引
や
リ
ベ
ー
ト
収

入
な
ど
も
収
入
金
額
に
含
ま
れ
ま
す
。

日
必
要
経
費

事
業
所
得
の
計
算
上
、
総
収
入
金
額
か

ら
差
し
引
く
こ
と
の
で
き
る
必
要
経
費
と

は
、
収
入
を
得
る
た
め
に
直
接
必
要
な
売

上
原
価
や
販
売
費
、
管
理
者
（そ
の
他
書
（用

の
こ
と
を
い
い
、
主
に
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
ま
す
。

【売
上
原
価
】

商
品
の
仕
入
れ
や
製
造
に
か
か
る
費
用
。

【租
税
公
課
】

業
務
に
関
連
し
て
納
付
す
べ
き
こ
と
と

な

っ
た
税
金
な
ど
の
費
用
で
、主
に
固
定
資

産
税
、自
動
車
税
、事
業
税
、
印
紙
税
な
ど
。

た
だ
し
、
所
得
税
、
住
民
税
、
延
滞
税
、
口訓

金
な
ど
は
必
要
経
費
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

【荷
造
運
賃
】

商
品
発
送
の
た
め
の
宅
急
便
代
や
梱
包

材
料
費
な
ど
。

【水
道
光
熱
費
】

水
道
、
電
気
、
ガ
ス
料
金
。

【旅
費
交
通
費
】

電
車
、
バ
ス
な
ど
の
乗
車
券
代
や
出
張

宿
泊
費
な
ど
。

【通
信
費
】

電
話
代
、
ハ
ガ
キ

・
切
手
代
、
プ
ロ
バ

イ
ダ
ー
料
金
な
ど
。

【広
告
宣
伝
費
】

広
告
費
用
、
求
人
費
用
、
宣
伝
用
名
入

タ
オ
ル
書
（用
な
ど
。

【接
待
交
際
費
】

取
引
先

へ
の
接
待
費
用
や
贈
答
品
の
購

入
費
用
な
ど
で
事
業
を
営
む
上
で
必
要
と

認
め
ら
れ
る
も
の
。

【修
繕
費
】

建
物
、
機
械
器
具
、
備
品
な
ど
の
修
理

費
用
。
た
だ
し
、
固
定
資
産
に
手
を
加
え

た
こ
と
で
、
そ
の
資
産
価
額
が
増
加
し
た

り
、
使
用
可
能
年
数
が
延
長
し
た
り
す
る

も
の
は
資
本
的
支
出
と
い
い
、
所
得
金
額

の
計
算
上
は
そ
の
資
産
の
取
得
価
額
に
加

算
さ
れ
、
減
価
償
却
の
方
法
に
よ

っ
て
順
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次
費
用
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【損
害
保
険
料
】

事
務
所
や
工
場
な
ど
の
資
産
に
対
す
る

火
災
保
険
料
、
自
動
車
保
険
料
な
ど
。

【消
耗
品
費
】

事
務
用
品
な
ど
の
オ
フ
イ
ス
用
品
代

や
、
備
品
な
ど
の
う
ち
使
用
可
能
期
間
が

１
年
未
満
の
も
の
や
取
得
価
額
が
１０
万
円

未
満
の
も
の
。

【福
利
厚
生
費
】

従
業
員
の
慰
安
、
医
務
衛
生
の
た
め
に

支
払

っ
た
費
用
。

【給
料
賃
金
】

従
業
員
に
支
払

っ
た
給
料

・
賃
金
。
現

金
の
ほ
か
食
事
や
制
服
な
ど
の
現
物
給
与

も
含
ま
れ
ま
す
。

【地
代
家
賃
】

店
舗
、
車
厚
、
材
料
置
場
な
ど
の
支
払

地
代
及
び
家
賃
。

【利
子
割
引
料
】

事
業
用
資
金
の
借
入
金
に
対
す
る
利
子

や
受
取
手
形
の
割
引
料
な
ど
。

【支
払
手
数
料
】

銀
行
の
振
込
手
数
料
や
売
買
契
約
の
仲

介
者
に
支
払
う
手
数
料
な
ど
。

【減
価
償
却
費
】

事
業
用
の
建
物
、
機
械
器
具
、
車
両
運

搬
具
な
ど
の
資
産
の
取
得
費
用
は
、
そ
の

資
産
が
使
用
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
ま
で

の
収
入
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
か

ら
、
支
出
し
た
年
に
全
額
を
必
要
経
費
と

し
な
い
で
、　
一
定
の
方
法
に
よ
り
こ
れ
ら

の
資
産
の
使
用
期
間
に
配
分
し
て
必
要
経

費
化
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
配
分

さ
れ
た
金
額
を
減
価
償
却
書
（と
い
い
、
そ

の
額
が
必
要
経
費
と
な
り
ま
す
。

【貸
倒
金
】

売
掛
金
、
未
収
金
、
貸
付
金
な
ど
の
事

業
用‐
の
債
権
で
貸
倒
れ
な
ど
に
よ
る
損
失

の
金
額
。
貸
倒
れ
と
い
う
の
は
、
債
務
者

の
資
産
状
況
や
支
払
能
力
な
ど
か
ら
み
て

回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
で
す
。

【損
害
賠
償
金
】

商
品
配
達
中
に
起
こ
し
た
交
通
事
故
で

被
害
者
に
支
払
う
損
害
賠
償
金
な
ど
の
よ

う
に
、
業
務
遂
行
に
関
連
す
る
行
為
に
よ

り
負
担
し
た
損
害
賠
償
金
。
た
だ
し
、
そ

れ
が
故
意
や
重
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
る

場
合
は
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

▼
な
お
、
家
事
上
の
経
費
は
必
要
経
費

に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
家
事
上
の
経
費
に

関
連
す
る
経
費
の
う
ち
、
事
業
所
得
を
生

ず
べ
き
業
務
の
遂
行
上
必
要
で
あ
る
部
分

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
の

そ
の
部
分
に
相
当
す
る
経
費
の
金
額
は
必

要
経
費
と
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
店
舗
併
用
住
宅
に
係
る
固
定

資
産
税
、
火
災
保
険
な
ど
は
、
建
物
の
総

床
面
積
の
う
ち
に
占
め
る
店
舗
部
分
の
割

合
に
よ
っ
て
必
要
経
費
に
な
る
金
額
を
計

算
し
ま
す
。

ま
た
、
水
道
代
、
電
気
代
、
ガ
ス
代
な

ど
の
水
道
光
熱
費
、
電
話
料
金
な
ど
の
通

信
費
は
使
用
頻
度
の
実
態
に
応
じ
て
割
合

を
決
め
ま
す
。

目
必
要
経
費

の
特
例

①
　
家
内
労
働
者
等
の
所
得
計
算
の
特
例

家
内
労
働
者
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
経

替
（の
額
が
６５
万
円
に
満
た
な

い
場
合
に

は
、
最
高
６５
万
円
ま
で
必
要
経
書
（と
す
る

こ
と
が
で
き
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

②
　
事
業
に
専
ら
従
事
す
る
親
族
が

あ
る
場
合
の
必
要
経
費
の
特
例

事
業
主
が
生
計
を

一
に
す
る
配
偶
者
そ

の
他
の
親
族
に
支
払
う
給
料
な
ど
は
、原
則

と
し
て
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、　
〓
疋
の
要
件
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
取
り
扱

わ
れ
、
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

〈青
色
申
告
者
の
場
合
〉

事
業
主
と
生
計
を

一
に
す
る
配
偶
者
そ

の
他
の
親
族
が
、
事
業
主
の
事
業
に
従
事

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
期
間

の
２
分
の
１
を
超
え
る
期
間
、
そ
の
事
業

に
専
ら
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
、
税
務
署

長
に
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た

範
囲
内
の
給
与
の
支
払
い
を
受
け
た
場
合

に
は
、
事
業
主
は
そ
の
給
与
の
額
の
う
ち

労
務
の
対
価
と
し
て
適
正
な
金
額
を
事
業

所
得
の
必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

〈白
色
申
告
者
の
場
合
〉

事
業
主
と
生
計
を

一
に
す
る
配
偶
者
そ

の
他
の
親
族
が
、
事
業
主
の
事
業
に
そ
の

年
を
通
じ
て
６
カ
月
を
超
え
る
期
間
、
そ

の
事
業
に
専
ら
従
事
し
た
場
合
に
は
、
事

業
主
は
、
親
族
１
人
に
つ
き
最
高
５０
万
円

（配
偶
者
の
場
合
に
は
最
高
８６
万
円
）
を

必
要
経
費
と
み
な
し
て
、
事
業
所
得
の
計

算
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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〃 医療担当
″ 金融担当
顧問農学博士

中島  智
中島 由雅
平田  保
中村 和夫
奥原 康之
山田  潔
重野 良二
江村 一郎
小島 正幸
カロ藤  登
丹呉 邦平
中島  宏

T338-0012

さいたま市中央区大戸

6-30-1

Te1 048-855‐ 4466

Fax 048‐ 855-2288

2月 の税務

1 23年 分所得税の確定申告
(2月 16日 から3月 15日 まで)
2 贈与税の申告 (2月 1日 から3月 15日 まで)
3 固定資産税 (都市計画税)の第 4期分の納付
納期限 … 2月 中において市町村の条例で定める日
4 1月 分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限 … 2月 10日
5 23年 12月 決算法人及び決算期の定めのない人格な
き社団等の確定申告 (法人税・消費税・地方消費税・

法人事業税 。(法人事業所税)。 法人住民税〉

申告期限 … 2月 29日
6 3月 、6月 、 9月 、 12月 決算法人の 3月 ごとの期間
短縮に係る確定申告 (消費税・地方消費税〉

申告期限 … 2月 29日
7 法人の1月 ごとの期間短縮に係る確定申告 (消費税・
地方消費税)

申告期限 …  2月 29日
8 6月 決算法人の中間申告 〈法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税〉 (半期分)

申告期限 … 2月 29日
9 消費税の年税額が400万 円超の3月 、 6月 、 9月 決
算法人の 3月 ごとの中間申告 (消費税・地方消費税)

申告期限 … 2月 29日
10 消費税の年税額が4, 800万 円超の 11月 、 12月
決算法人を除く法人の 1月 ごとの中間申告 (10月 決
算法人は 2ヶ月分)(消費税・地方消費税〉
申告期限 … 2月 29日

※ 税理士記念日 … 2月 23日

Ｇ
信
理
沙
４
も
平
く
も

ァ

湾

潮
了

イ
ｉ
ｔ

口
珍
ウ
、ヽ
き
い
ま
オ
務
者

に
ハ
リ
忍
Ｌ
た
、
閣
容
べ
つ
０
５

んЖ
徽

院

教
ア

だ
数
用
減
ｒ

っ
てヽ

、
一^
‘
「
４
劇
雲
ダ
メ
げ

与
７

Ｚ
議
燿

の
質

及
を
媚
ｓ

才
ア
リ

勢ひ
ｔ
ヽ
と
り
ヽ
つ
て
いう

分
ぁ
な
尤
孝
彦
列
と
メ
畑
側

を
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